
汚染管理区域

汚染管理区域 おせんかんりくいき

 contamination controlled area. 管理区域は、外部被ばくだけが問題になる区域（放射線管理区域）
と内部被ばくおよび外部被ばくの両方が問題になる区域（汚染管理区域）とに分けることができる。密
封線源または放射線発生装置だけを取り扱う照射施設は放射線管理区域に該当し、非密封の放射性同位
元素の使用施設は汚染管理区域になる。放射線発生装置の場合、放射化によってターゲットの汚染が生
ずることがあり、この場合は汚染管理区域となる。汚染管理区域の出入口には管理室、汚染検査室、除
染室などを設け、出入に際しては、履き物を履き替えるかまたは、オーバーシューズを着用する。また
必要に応じて専用の実験衣または防護衣を着用し、内部被ばくと汚染の広がりを防止する。
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